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タ
ウ
ン
ト
ピ
ッ
ク
ス

子
育
て・

ほ
け
ん
だ
よ
り

生
涯
学
習
だ
よ
り

図
書
館
だ
よ
り

那
須
高
校
タ
イ
ム

カ
メ
ラ
ス
ケ
ッ
チ

み
ん
な
の
広
場

カ
レ
ン
ダ
ー

無
料
相
談
会・

消
費
の
豆
知
識

タ
ウ
ンinform

ation

30
歳
以
上
の
国
保
加
入
者
と
後
期
高
齢
者

医
療
保
険
加
入
者
の
皆
さ
ん
へ

　
病
気
を
早
期
発
見
、
治
療
し
、
自
分

の
健
康
状
態
を
知
る
た
め
、
年
に
一
度

は
健
康
診
断
を
受
診
し
ま
し
ょ
う
。

▼
対
　
象　
次
の
①
ま
た
は
②
に
該
当

し
、
令
和
６
年
度
に
町
が
実
施
す
る

集
団
検
診
等
を
受
診
し
な
い
方
（
集

団
検
診
等
を
既
に
予
約
し
て
い
る
方

は
ご
相
談
く
だ
さ
い
）

①
国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者

※

30
歳
以
上
で
国
民
健
康
保
険
税
の
未

納
が
な
い
世
帯
の
方

②
栃
木
県
後
期
高
齢
者
医
療
の
被
保
険
者

※

町
内
に
住
所
が
あ
り
、
後
期
高
齢
者

医
療
保
険
料
の
未
納
が
な
い
方

▼
本
人
負
担
額

○
日
帰
り
ド
ッ
ク　
約
1
万
8
千
円
〜

2
万
7
千
円

○
一
泊
ド
ッ
ク　
　
約
3
万
5
千
円
〜

3
万
7
千
円

○
脳
ド
ッ
ク　
約
2
万
2
千
円
〜
3
万
円

※

町
か
ら
消
費
税
を
除
く
人
間
ド
ッ
ク

等
検
診
費
用
の
半
額
（
１
円
未
満
切
捨

て
）
を
助
成
し
ま
す
。
オ
プ
シ
ョ
ン
検

査
も
５
千
円
を
上
限
と
し
て
、
そ
の
半

額
を
助
成
し
ま
す
。

※

婦
人
科
検
診
を
希
望
す
る
方
は
、
オ

プ
シ
ョ
ン
で
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

（
済
生
会
宇
都
宮
病
院
で
は
、
コ
ー
ス
に

含
ま
れ
て
い
ま
す
）

▼
申
込
み　
住
民
生
活
課
ま
た
は
各
支

所
に
検
診
申
請
書
を
提
出
し
、
そ
の

後
、
希
望
す
る
医
療
機
関
に
日
時
や

内
容
を
予
約
し
て
く
だ
さ
い
。

※

申
請
書
は
住
民
生
活
課
と
各
支
所
に

あ
り
ま
す
。
ま
た
、
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

に
も
掲
載
し
て
い
ま
す
。

▼
申
込
期
限　
令
和
7
年
2
月
28
日
㈮

ま
で

※

令
和
7
年
3
月
は
申
請
不
可

▼
持
ち
物　
国
民
健
康
保
険
被
保
険
者
証

ま
た
は
後
期
高
齢
者
医
療
被
保
険
者
証

▼
受
診
方
法

①
検
診
申
請
書
を
提
出
後
、町
か
ら
「
検

診
承
認
書
」
を
郵
送
し
ま
す
。

②
送
付
さ
れ
た
「
検
診
承
認
書
」
と
「
医

療
機
関
か
ら
の
書
類
等
」
を
持
参
し
、

予
約
し
た
医
療
機
関
で
受
診
し
て
く

だ
さ
い
。

③
受
診
当
日
、
町
か
ら
の
助
成
額
を
差

し
引
い
た
費
用
を
医
療
機
関
に
お
支

払
い
く
だ
さ
い
。

▼
健
康
指
導
等　
人
間
ド
ッ
ク
等
の
受

診
結
果
に
よ
り
、
後
日
健
康
管
理
の

一
環
と
し
て
町
保
健
セ
ン
タ
ー
か
ら

連
絡
を
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

▼
そ
の
他　
人
間
ド
ッ
ク
の
内
容
、
費

用
等
は
医
療
機
関
に
よ
り
異
な
り
ま

す
。
詳
し
く
は
各
医
療
機
関
に
お
問

い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

　
町
で
は
、
不
妊
治
療
中
も
安
心
し
て

働
き
続
け
ら
れ
る
環
境
を
整
備
す
る
た

め
、
雇
用
事
業
主
お
よ
び
不
妊
治
療
の

た
め
休
暇
を
取
得
す
る
方
を
対
象
に「
コ

ウ
ノ
ト
リ
休
暇
奨
励
金
」
を
交
付
し
て

い
ま
す
。

▼
不
妊
治
療
で
休
暇
を
取
得
す
る
個
人

の
対
象
要
件

・
法
律
上
の
婚
姻
を
し
て
お
り
、
医
師

に
よ
る
不
妊
治
療
を
受
け
て
い
る
方

・
２
カ
月
を
超
え
て
雇
用
さ
れ
、
週
30

時
間
以
上
就
労
し
、
厚
生
年
金
保
険

　
に
加
入
し
て
い
る
方

・
申
請
を
す
る
日
の
1
年
以
上
前
か
ら

那
須
町
に
住
所
を
有
す
る
方

・
町
税
を
滞
納
し
て
い
な
い
方

▼
雇
用
事
業
主
の
対
象
要
件

・
健
康
保
険
の
適
用
を
受
け
て
い
る

・
不
妊
治
療
に
よ
る
休
暇
を
取
得
し
て

い
る
那
須
町
在
住
の
方
を
雇
用
し
て

い
る

・
法
人
住
民
税
を
完
納
し
て
い
る

▼
支
給
額　
不
妊
治
療
者
お
よ
び
雇
用

事
業
主
と
も
に
日
額
1
万
円
（
上
限

15
万
円
）

▼
問
合
せ　
こ
ど
も
未
来
課
こ
ど
も
政

策
係　
　
☎
72‐

6
9
5
9

コ
ウ
ノ
ト
リ
休
暇
奨
励
金
を

交
付
し
て
い
ま
す

高齢者調査にご協力ください
　町では、高齢者の孤立防止のため、各団体の協力のもと見守り体制の強化を図っています。
6～ 8 月には、高齢者の生活状況等を把握するため、民生委員・児童委員の協力による高齢者調査
を実施します。各委員が調査のため訪問した際はご協力をお願いします。
※調査で得た個人情報は、緊急時等の対応で活用する以外に利用しません。
■対　象　75歳以上のみの世帯（今年度 75歳になる方も含む）
■問合せ　保健福祉課福祉係 ☎７２-６９１7

医療機関名 所在地 電話番号 医
療
機
関
一
覧

人
間
ド
ッ
ク・脳
ド
ッ
ク
の

検
診
費
用
を
助
成
し
ま
す

那 須 中 央 病 院

菅 間 記 念 病 院

国際医療福祉大学病院

国際医療福祉大学塩谷病院

那 須 赤 十 字 病 院

白 河 厚 生 総 合 病 院

済 生 会 宇 都 宮 病 院

大 田 原 市

那須塩原市

那須塩原市

矢 板 市

大 田 原 市

白 河 市

宇 都 宮 市

0287-29-2525

0287-62-0733

0287-38-2751

0287-44-1322

0287-23-1122

0248-22-2211

028-643-4441

▼
問
合
せ　
住
民
生
活
課
医
療
保
険
係

　
　
☎
72‐

6
9
0
9


